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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電機工業会（JEMA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業

標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS C 9108:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。 

経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に

関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 C 9108：2017 
 

電気掃除機 

Electric vacuum cleaners 

 

1 適用範囲 

この規格は，電動機で運転する送風機の背圧を利用した定格消費電力が 100～1 500 W の家庭用電気掃除

機（以下，掃除機という。）について規定する。ただし，次のものには適用しない。 

－ 送風用電動機と機械的に接続する方式の回転ブラシをもつ掃除機 

－ 充電式掃除機及び業務用掃除機 

－ 床用吸込具が掃除機本体に直付けの掃除機で床用吸込具又はその通路が分離できないもの 

－ 配管工事を必要とする掃除機 

注記 この規格で用いる“本体”とは，掃除機本体をいう。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 5705 ビニル系床材 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験－電気・電子－第 11-10 部：試験炎－50 W 試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

JIS C 61000-3-2 電磁両立性－第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が

20 A 以下の機器） 

JIS K 2240 液化石油ガス（LP ガス） 

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 4 節：引っかき硬度（鉛筆法） 

JIS K 7202-2 プラスチック－硬さの求め方－第 2 部：ロックウェル硬さ 

JIS S 6006 鉛筆，色鉛筆及びそれらに用いるしん 

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

標準測定状態 

新しい集じん袋及び／又は集じん容器並びにフィルタを装着し，本体の吸込口に附属のホースを自然の


